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訪問販売による住宅リフォーム等に係る役務提供契約において、工期を

経過しても工事を開始しない、契約解除が行われたにもかかわらず返金

しないなどした事業者に対し、北海道消費生活条例に基づく勧告を行い

ました。 

 

 

 

 
      

令 和 7 年 （ 2 0 2 5 年 ） 1 月 2 4 日 

               北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課  

 

 

 

 

 

 

１ 事業者の概要 

（１）名  称：株式会社Ｌｉｎｋ（リンク）（以下「事業者」という。）（注）  

         （法人番号：２４３０００１０８３９８１）        

（２）所 在 地：札幌市中央区南 10 条西 13 丁目３番 31 号（登記上の本店） 

        札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 1 番 8 号（旧本店） 

        札幌市北区北 18 条西 5 丁目 1-18（ウェブサイト記載） 

（３）代 表 者：代表取締役 紺野 涼汰（こんの りょうた） 

（４）設  立：令和 3 年 4 月 21 日 

（５）資 本 金：300 万円 

（６）取引形態等：訪問販売（住宅リフォーム、水道工事等） 

（注）同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 

 

２ 取引の概要 

事業者は、住宅リフォーム、水道工事等 （以下 「本件役務」という。）に対応する旨を記載し

たウェブサイトにより消費者を誘引し、消費者からの見積依頼を受けて消費者宅を訪問して現

場を確認し、後日、見積書を持参して消費者に提示し、その後、消費者からの契約締結依頼を

受けて消費者宅を再度訪問し、本件役務を有償で提供する契約（以下「本件役務提供契約」と

いう。）を締結しています。 

 

３ 条例違反行為 

  以下、北海道消費生活条例（平成 11 年北海道条例第 43 号）を「条例」、北海道消費生活条

例施行規則（平成 12 年規則第 29 号）を「条例規則」といいます。 

（１）債務の履行拒否又は不当遅延（条例第16条第1項第7号、条例規則別表7(1)） 

事業者は、消費者との間で、本件役務提供契約を締結したのち、当該契約に基づく本件役

務提供の履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者からの電話に出ず折返しの連絡をせ

○ 北海道は、住宅リフォームなどの訪問販売を行う株式会社 Link（札幌市）に対し、 

北海道消費生活条例で禁止する不当な取引方法（債務の履行拒否又は不当遅延、契

約解除等に伴う原状回復義務等の拒否・不当遅延）を用いていると認定し、令和７年

（2025）年 1 月 21 日付けで、当該不当な取引方法を用いないよう勧告しました。 
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ず工事を開始しないなど、消費者からの履行の督促に対して適切に対応せず、又は正当な理

由なく履行を拒否し、若しくは不当に遅延させた。 

（２）契約解除等に伴う原状回復義務等の拒否・不当遅延 

（条例第16条第1項第8号、条例規則別表8(6)） 

事業者は、消費者との間で締結した本件役務提供契約について、消費者から契約解除が有

効に行われたにもかかわらず、正当な理由なく着手金の返金を拒否し、又は不当に遅延させ

た。 

 

４ 勧告の内容 

（１）消費者との間で締結した契約に基づく債務について、履行期限が過ぎているにもかかわら

ず、消費者からの履行の督促に対して適切に対応せず、又は正当な理由なく履行を拒否し、

若しくは不当に遅延させる行為を行わないこと。 

（２）申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法令又は契約に基づく返金、原状回復

又は損害賠償に係る債務について、正当な理由なく完全な履行を拒否し、又は不当に遅延さ

せる行為を行わないこと。 

 

５ 道内における消費者相談の状況 

（１）相談件数 

年度 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 計 

件数 1 4 8 17 30 

（２）消費者（契約者）の主な居住区域 札幌市内及びその近郊 

（３）契約金額：平均約 106 万円 

 

問い合わせ先 

 環境生活部くらし安全局消費者安全課 

 取引適正化係 

 電話 011-204-5213 
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【参考】 

○北海道消費生活条例（平成11年北海道条例第43号） 

（不当な取引方法の禁止） 

第16条 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為

であって規則で定めるもの（以下「不当な取引方法」という。）を行ってはならない。 

(１)～(６) 省略 

(７)  契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情を適切に処理せず、

当該履行を不当に拒否し、若しくは遅延させ、又は継続的取引において、正当な理由

なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることなく債務

の履行を中止すること。 

(８) 消費者が正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申

出若しくは契約の無効の主張（以下この号において「申込みの撤回等」という。）を

行うことを妨げ、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、当該申込み

の撤回等によって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。 

(９) 省略 

 

（不当な取引方法による被害の防止） 

第17条 第１項～第２項省略 

３ 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、法令に特別の定めが

ある場合を除き、当該事業者に対し、当該取引方法を用いないよう勧告することができ

る。 

４ 知事は、前項の規定による勧告をした場合であって、不当な取引方法による消費者の

被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、消費者に対し、速やか

に当該勧告の内容その他の必要な情報を提供するものとする。 

 

○北海道消費生活条例施行規則（平成12年規則第29号） 

別表（第３条の２関係） 

１～６省略 

７ 条例第 16 条第１項第７号の規定に該当する不当な取引方法 

(１) 契約に基づく債務について、履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者からの履

行の督促に対して適切に対応せず、又は正当な理由なく履行を拒否し、若しくは不当に遅

延させること。 

(２) ～（３）省略  

８ 条例第 16 条第１項第８号の規定に該当する不当な取引方法 

(１)～(５) 省略 

(６) 申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法令又は契約に基づく返金、原

状回復又は損害賠償に係る債務について、正当な理由なく完全な履行を拒否し、又は

不当に遅延させること。 

(７) 省略  

 


